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平成 26 年 7 月 24 日 各  位 神奈川県相模原市南区古淵二丁目 14 番 20 号 ブ ッ ク オ フ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 株 式 会 社 代 表 者 代 表 取 締 役 社 長  松 下 展 千 （コード番号：3313 東証第一部） 問合せ先 取 締 役 執 行 役 員  堀 内 康 隆 電話番号 042-750-8588   連結子会社の会社分割及び新設会社（孫会社）の株式の譲渡に関する 基本合意書締結のお知らせ 
 当社は、本日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるブラスメディアコーポレーション株式会社（以下「ブラスメディア」といいます。）がフランチャイズ加盟店として運営する「TSUTAYA」31店舗を、会社分割（新設分割）により新設会社に承継させること（以下「本会社分割」といいます。）に関する新設分割計画を承認しました。また、同新設会社の株式のうち80％を日本出版販売株式会社（本社：東京都千代田区/代表取締役社長：平林 彰、以下「日販」といいます。）へ譲渡することについて、本日日販との間で基本合意書を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。  記  １. 会社分割及び株式譲渡の目的 ブラスメディアは、平成12年9月に当社の子会社として設立以来、「TSUTAYA」のフランチャイズ加盟店として積極的に店舗展開し、現在首都圏に33店舗を運営しております。当社グループにおいて、本事業は、当社グループの収益貢献に加え、本・CD・DVDの知見の提供や人財育成、他FC本部の運営ノウハウ吸収という役割を担ってまいりました。 しかしながら、当社グループは、主力事業である「BOOKOFF」店舗を取り巻く経営環境の変化により直近の業況は厳しい状況が続いており、今後の中長期的な事業成長に向けて「BOOKOFFの進化」「総合リユースの拡大」「ハグオール事業」を軸とする事業方針を定め、ヤフー株式会社との資本・業務提携も含め、「BOOKOFF」を含めた「リユース」に経営資源を集中する運営を行っております。このような状況において、本事業は収益貢献をしているものの、それを維持・向上させるための継続的な投資について当社グループの経営資源を優先的に配分することが難しく、本事業の継続を前提として事業譲渡について検討を進めてまいりました。 一方、日販は、書籍・雑誌等の取次販売を主力としながら、同社の子会社において「TSUTAYA」のフランチャイズ加盟店として計44店舗を運営するなど、書籍・雑誌等の販売ノウハウを活かして、様々な新しい取組みにチャレンジしております。また、当社及び日販は、当社子会社が運営する新刊書店との商品取引や、日販の子会社による「BOOKOFF」のフランチャイズ加盟店舗の運営などを通じて交流をしてまいりました。 これまでの両社が構築してきた関係に加え、日販の経営基盤、「TSUTAYA」の運営ノウハウなどを総合的に勘案し、日販は本事業において引き続き新たなチャレンジができる可能性の
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高い先と判断し、日販に事業譲受けの打診をいたしました。その後、両社で協議を重ねてきた結果、今回ブラスメディアが運営する「TSUTAYA」店舗のうち、閉店予定を除く31店舗（以下「本事業」といいます。）を会社分割により新設会社に承継させた上で、その株式の80%を日販へ譲渡する内容での基本合意書の締結に至りました。  ２. 会社分割及び株式譲渡の要旨 （１） 会社分割の方式 ブラスメディアが運営する本事業について、ブラスメディアを分割会社とし、新たに設立する新設会社を承継会社とする新設分割方式です。  （２） 会社分割に係る割当ての内容 本会社分割に際し、ブラスメディアは、新設会社が発行する普通株式全1万株の割当交付を受けますが、本会社分割の効力発生日と同日に当該株式のうち80%を日販に譲渡する予定です。 なお、ブラスメディアが保有する20%の株式については、平成28年10月に日販に譲渡する予定であり、この時点で新設会社は日販の完全子会社となる予定です。  （３） 会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い ブラスメディアは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。  （４） 会社分割により増減する資本金 資本金の増減は予定しておりません。  （５） 新設会社が承継する権利義務 新設会社は、本会社分割の効力発生日においてブラスメディアの本事業にかかる事業遂行に必要と判断される資産、負債、契約上の地位、法令上承継可能な許認可等、その他の権利義務として、本会社分割に係る新設分割計画に定めたものをブラスメディアより承継する予定です。  （６） 債務履行の見込み ブラスメディア及び新設会社は、本会社分割の効力発生日以降における負担すべき債務について、履行の見込には問題ないものと判断しております。  （７） 会社分割後の状況 本会社分割後、ブラスメディアの商号の変更を予定しております。           
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３. 会社分割当事会社の概要   分割会社 （平成26年3月31日現在） 新設会社 （効力発生日における見込み） ① 名称 ブラスメディアコーポレーション株式会社 ※1 株式会社ブラスメディアコーポレーション ② 所在地 神奈川県相模原市南区古淵二丁目14番20号 東京都千代田区神田駿河台四丁目3番地 ③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 近藤 純哉 ※2 代表取締役社長 近藤 純哉 （予定） ④ 事業内容 小売業 小売業 ⑤ 資本金 100百万円 100百万円 ⑥ 設立年月日 平成12年9月27日 平成26年10月1日（予定） ⑦ 発行済株式数 3,000株 10,000株 ⑧ 決算期 3月31日 3月31日 ⑨ 従業員数 ※3 110名 80名 ⑩ 大株主及び持株比率 当社 100% ブラスメディアコーポレーション株式会社 100% ⑪ 当社との関係 資本関係 当社の100%出資の連結子会社であります。 本会社分割の効力発生日に、当社の連結子会社であるブラスメディア（分割会社）が新設会社の株式を100%保有しますが、同日付で当該株式のうち80%を日販に譲渡する予定です。 人的関係 従業員は当社から出向しております。 従業員は、株式譲渡後2年間、当社からの出向とする予定です。 取引関係 当社が資金の貸付を行っております。 取引関係はありません。 ⑫ 最近3年間の経営成績及び財政状態（単位：百万円。特記しているものを除く。）  ブラスメディアコーポレーション株式会社（分割会社） 決算期 平成24年3月期 平成25年3月期 平成26年3月期 純資産 838 645 672 総資産 3,614 4,118 3,795 1株あたり純資産（円） 279,360 215,120 224,110 売上高 11,106 12,116 11,554 営業利益 273 6 65 経常利益 322 43 116 当期純利益 145 77 26 1株あたり当期純利益（円） 48,551 25,977 8,990 （注）※1 本会社分割効力発生日にブラスメディア（分割会社）の商号を変更する予定です。 ※2 本会社分割効力発生日に近藤純哉はブラスメディア（分割会社）の代表を退任する 予定です。 ※3 従業員数にパート・アルバイトスタッフは含んでおりません。  
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４. 分割する事業部門の概要 （１） 分割する部門の経営成績（平成26年3月期） 単位：百万円  「TSUTAYA」31店舗 及び本部 (a)  連結業績 (b) 比率 (a/b) 売上高 8,931 79,159 11.3% 営業利益 40 2,024 2.0% 経常利益 90 2,608 3.5%  （２） 分割する資産・負債項目及び金額（予定） 単位：百万円 資   産 負   債 項目 帳簿価格 項目 帳簿価格 流動資産 1,464 流動負債 52 固定資産 760 固定負債 151 合計 2,225 合計 203 （注）上記は平成26年3月31日現在の帳簿価格をもとに試算しております。 （注）ブラスメディアが運営する「TSUTAYA」店舗のうち、閉店予定を除く31店舗及び本部 機能を新設会社に承継する予定です。  ５. 株式の譲渡について （１） 異動する子会社等の概要 「３．会社分割当事会社の概要」の「新設会社」の欄に記載のとおりです。  （２） 株式譲渡先の概要（平成26年3月31日現在） ① 名称 日本出版販売株式会社 ② 所在地 東京都千代田区神田駿河台四丁目3番地 ③ 代表者の役職･氏名 代表取締役社長 平林 彰 ④ 事業内容 � 書籍、雑誌、教科書及び教材品の取次販売 
� 映像及び音声ソフトの製作、販売、ならびにこれに関する著作権の取得、賃貸 
� コンピュータ機器及びソフトウェアの販売、ならびに情報提供サービス業 ⑤ 資本金 3,000百万円 ⑥ 設立年月日 昭和24年9月10日 ⑦ 発行済株式数 60,000,000株 ⑧ 決算期 3月31日 ⑨ 純資産 53,870百万円 ⑩ 総資産 304,502百万円 ⑪ 大株主及び持株比率 株式会社講談社 5.80% 株式会社小学館 5.74% ⑫ 当事会社間の関係 資本関係 資本関係はありません。 人的関係 人的関係はありません。 取引関係 新設会社が運営する予定の本事業において、日販が51.0%の議決権を保有する子会社である株式会社MPDより、定期的に商品を仕入れております。また当社及びその連結子会社であるブラスメディア（分割会社）が運営
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する店舗において、日販を通じて定期的に商品を仕入れております。  （３） 分割会社における新設会社株式の譲渡株式数及び譲渡前後の所有株式数の状況 ① 譲渡前の所有株式数  10,000株 （所有割合100%） ② 譲渡株式の割合   8,000株 （所有割合 80%） ③ 譲渡後の所有株式数   2,000株 （所有割合 20%） 譲渡価格は、現時点では未定です。詳細が決まり次第お知らせいたします。  ６. 分割及び株式譲渡の日程 新設分割計画及び基本合意書締結承認取締役会（当社） 平成26年7月24日 基本合意書の締結（当社及び日販） 平成26年7月24日 新設分割計画承認臨時株主総会（ブラスメディア） 平成26年8月11日（予定） 株式譲渡契約締結（ブラスメディア及び日販） 平成26年9月20日（予定） 効力発生日 平成26年10月1日（予定） 株式譲渡日 平成26年10月1日（予定）  ７. 今後の見通し 平成27年3月期業績予想に与える影響は現在精査中です。今後、業績予想の修正が必要な場合には、速やかに開示いたします。 以 上      本件に関するお問い合わせ先本件に関するお問い合わせ先本件に関するお問い合わせ先本件に関するお問い合わせ先       経営企画部  井 上  徹      佐々木 真吾    電話：042-750-8588  


